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《会社》8 月 2 日付「稲盛氏周辺宅へのビラ配布」

に係る「申入れ書」に関連して、再確認に係る

3 点の質問ついてお答えする。１点目は、稲盛

氏宅以外何件に配られたのか、その範囲、規模

について確認した内容を報告すること。2 点目

は、誰にどのように確認したのか、周辺お住ま

いの親族宅は情報確認先に含まれているのか。

3 点目は、情報の再確認は 8 月 2 日付けの申し

入れ書に係る第一報をされたお宅にしたのか、

それともそれ以外のお宅に確認を取ったのか、

という質問だ。 

お答えする。稲盛さん宅以外の周辺宅に（注：

「業務委託に係る会社資料」が）配布されたこ

とを改めて関係者から再確認した。一方、質問

頂いた件数、範囲、規模、情報確認において、

誰にどのように確認したか、或いは親族宅が含

まれているか、情報確認を誰に行なったかにつ

いては、情報提供頂いた方の個人の特定に繋が

りかねない内容なので、その点は回答を控えさ

せて頂きたいと思っている。以上ご回答させて

頂く。 

【JHU】この件は会社が、組合がやっていないこと

を一方的に非難していることだから、証拠を示

して事実であることを証明する責任は会社にあ

る。今の回答は、8 月 2 日に会社が出した文書

の根拠および再確認の方法等について、全く答

になっていない。 

《会社》組合がと言ったが、組合と関係ない人が配

ったという可能性はあるのか。 

【JHU】ない。稲盛氏宅以外に会社資料は配ってい

ない。このことは先日の事務折衝（10/20）でも

伝えた。 

《会社》そうですか。 

【JHU】その上で、3 点を質問したが、再確認した

というだけで、個人の特定に繋がるという理由

をたてに質問に答えていない。第 3 者に確認し

たのなら、親族は含まれていないと言えばいい

だけだ。やってもいないことで組合を非難する

文書だ。会社には説明責任がある。証拠を示し

てきちんと説明せよ。 

《会社》質問に対する答えは先ほどお伝えした通り

だ。個人の特定にも繋がるので、回答を控えさ

せて頂く。 

【JHU】これも組合に対する支配介入になること

を警告しておく。 （裏面参照：会社申入れ書）             
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